
京都市立高等学校における１人１台端末環境整備推進のための補助金交付要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、１人１台端末を活用したＩＣＴ教育の推進に取り組む京都市立高等学校に

在籍する生徒の教育機会の公平化に資することを目的に、端末（タブレット型コンピュータそ

の他インターネットを利用した学習を可能とする情報通信機器をいう。以下同じ。）その他周

辺機器の購入に係る経費が生じた生徒の保護者に対し、予算の範囲内において、京都市立高等

学校（以下「市立高校」という。）における１人１台端末環境整備推進のための補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」と

いう。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
（１）生徒 別表第１に定める市立高校に在籍する生徒をいう。 
（２）保護者等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第３条第２項第３号に規定する保護

者等をいう。 
（３）申請者 市立高校に在籍する生徒の保護者等であって、補助金の交付を受けようとする者

をいう。 
（４）都道府県民税所得割額 地方税法の規定による道府県民税（同法第１条第２項の規定によ

り読み替える都民税を含む。）の同法第２３条第１項第２号に掲げる所得割（同法第５０条の

２の規定によって課する所得割を除く。）の額をいう。 
（５）市町村民税所得割額 地方税法の規定による市町村民税（同法第１条第２項の規定により

読み替える特別区民税を含む。）の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２

８条の規定によって課する所得割を除く。）の額をいう。 
（６）端末購入に係る経費 生徒が在籍する市立高校が指定する端末（キーボードなどの周辺機

器を含む）の購入に係る経費、校内ＬＡＮに接続するために必要な設定作業費等をいう。 
（７）基準日 生徒が市立高校に入学（編入学、転入学及び再入学を含む。以下同じ。）した年度

の７月１日をいう。 
 
（交付対象） 
第３条 補助金は、次のいずれかに該当する場合であって、当該生徒が市立高校に入学すること

を許可されたことを知り得た日から第５条第１項に規定する別に定める期間の末日までに端

末を購入したとき（事業として端末を販売する者（当該端末が古物営業法に規定する古物に該

当する場合にあっては、同法に規定する古物商である者に限る。）から購入したときに限る。）

に交付する。ただし、社会通念上相当と認められる事由により、入学することを許可されたこ

とを知り得た日より前に端末を購入し、当該端末が当該生徒の在籍する市立高校が指定する端

末として使用可能なときにあっても、補助金を交付することがある。 
（１）保護者等（保護者等が複数いる場合は全員）の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得



割額（いずれも基準日の属する年度のもの）を合算した額が、別表第２に定める基準額に達

しない場合 
（２）前号に掲げるもののほか、家計の急激な変動により基準日の属する年度の都道府県民税所

得割額及び市町村民税所得割額を用いることが相当でない場合において、保護者等（保護者

等が複数いる場合は全員）の基準日までの当該年の収入状況を基に推計した１年間の所得見

込み額を基準日の前年度の所得とみなして算出した都道府県民税所得割額及び市町村民税所

得割額を合算した額が、別表第２に定める基準額に達しない場合 
（３）基準日の属する年度の前年において保護者等に収入がありながら、基準日の属する年度に

おいて所得税法に規定する非居住者であり、又はあったことを理由に当該年度に都道府県民

税及び市町村民税を課されていない場合にあっては、当該収入を基に算出した都道府県民税

所得割額及び市町村民税所得割額を合算した額が、別表第２に定める基準額に達しない場合 
２ 前項の規定にかかわらず、申請者の属する世帯が生活保護法の規定に基づく生業扶助によっ

て端末購入に係る経費が支給される世帯である場合は、補助金を交付しない。 
 
（補助金の額） 
第４条 ２万円を限度として、端末購入に係る経費の３分の２（その額に１，０００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額）を補助する。ただし、申請者を含む保護者等全員が基

準日の属する年度に道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されていない世帯の場合（申

請の前年に保護者等のいずれかに山林所得又は退職所得がある場合にあっては、それらを除い

た所得が道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課されていないときと同等と認められる

ときを含む。）は、４万円を限度とする。 
２ 補助金の交付は、生徒１人につき在学中１回のみとする。 
 
（交付の申請） 
第５条 条例第９条の規定による申請は、基準日から翌年３月３１日までの間で別に定める期間

において、次に掲げる書類を添えて、申請に係る生徒が在籍する市立高校の校長（以下「校長」

という。）を経由して行わなければならない。 
（１）第３条第１項又は第２項に該当することを証する書類 
（２）その他別に定める書類 
２ 申請者は、前項に規定する申請を行う際には、補助金の申請、請求、受領その他補助金の交

付に関する権限を校長に委任するものとする。 
 
（決定） 
第６条 市長は、条例第９条の規定による申請が到達してから、９０日以内に条例第１０条各項

による決定を行う。 
２ 条例第１２条第１項又は第２項に規定する通知は、校長を経由して行う。 
 
（その他） 
第７条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の実施に関し必要な事

項は、教育委員会事務局総務部長が別に定める。 



附 則 
この要綱は、令和４年４月１日から実施し、令和４年４月１日以降に入学（編入学、転入学及

び再入学を含む。）した生徒の保護者等に適用する。 
附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施し、令和５年４月１日以降に入学（編入学、転入学及

び再入学を含む。）した生徒の保護者等に適用する。 
附 則 

この要綱は、決定の日から実施し、令和５年４月１日から適用する。 
附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第１（第２条関係） 

学校名 
京都市立紫野高等学校 
京都市立堀川高等学校 
京都市立京都堀川音楽高等学校 
京都市立西京高等学校 
京都市立日吉ケ丘高等学校 
京都市立美術工芸高等学校 
京都市立開建高等学校 
京都市立京都工学院高等学校 

 

別表第２（第３条関係） 

 （基準額） 
 １９歳未満の扶養親族の人数 都道府県民税所得割額・ 

市町村民税所得割額の 
合計額（保護者等合算）  うち１６歳未満 うち１６歳以上 

１９歳未満 

１人 ０ １ 

２６５，５００円未満 １ ０ 

２人 
０ ２ 
１ １ 
２ ０ ２８６，５００円未満 

３人 

０ ３ ２６５，５００円未満 
１ ２ ２７７，５００円未満 
２ １ ２９８，５００円未満 
３ ０ ３１９，５００円未満 

４人 

０ ４ ２６８，５００円未満 
１ ３ ２８９，５００円未満 
２ ２ ３１０，５００円未満 
３ １ ３３１，５００円未満 
４ ０ ３５２，５００円未満 

５人 

０ ５ ２８０，５００円未満 
１ ４ ３０１，５００円未満 
２ ３ ３２２，５００円未満 
３ ２ ３４３，５００円未満 
４ １ ３６４，５００円未満 
５ ０ ３８５，５００円未満 

 ※ 扶養親族とは、地方税法第２３条第１項第９号及び第２９２条第１項第９号に規定する扶

養親族をいう。 
 ※ 扶養親族の数は、前年の１２月３１日現在において、保護者等が有する（扶養親族が前年

の途中において死亡した場合を含む。）年齢１９歳未満の扶養親族の数とする。 
 ※ 扶養親族の年齢は、前年の１２月３１日現在の年齢とし、同年１月１日から１２月３１日

までに死亡した扶養親族は、その死亡の日の年齢とする。 
 ※ １９歳未満の扶養親族の数が６人以上となるときの基準額は別に定める。 


